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従来の特許制度 vs. PCT 制度
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PCT 制度

4

国内出願から12か月以内に、パリ条約の優先権主張を伴う PCT 国際出
願を行う。「国内段階」への移行期限は、優先日から30か月以内*

❑ 1セットの様式上の要件

❑ 国際調査

❑ 国際公開

❑ 国際予備審査

❑ 国内段階へ移行する前に、国際出願を整えることができる

❑ 翻訳料及び国内手数料は30か月*の時点で、しかも出願人が
国内段階への移行を望む場合のみ必要

❖簡易かつ経済的な出願手段

* 例外については、次の URL を参照 
http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html
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PCT の流れ
補充国際調査請求 (任意)

(月)

PCT 出願

120

30

国際調査報告 (ISR)   
及び国際調査機関の
見解書 (WOISA)

16 18

国際公開

国内/広域/
PCT 出願/
(優先日)

国内段階移行

22 28

特許性に関す
る国際予備報
告 (第 II 章)

補充国際調査報告 (SISR)

受理官庁

（RO)

国際調査機関

（ISA)

国際事務局

（IB)

国際予備審査機関

（IPEA)

（任意）

国際予備審査請求

指定官庁

（DO)

条  ― 特許協力条約(PCT)

規則  ― PCT規則

号  ― PCT実施細則
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出典：PCT Yearly Review (2024)

・2024年出願件数

273,900件（前年比 +0.5%）

・2024年出願の内訳

Asia:  56.3%

  Europe: 21.7%

  North America: 20.6%
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PCT出願件数  －推移（上位５か国）－

•2024年出願件数: 273,900件（前年比 +0.5%）

•１位 中国：70,160 (+ 0.9%)

•２位 米国：54,087 (- 2.8%)

•３位 日本：48,397 (- 1.2%)

•  上位５か国が全体の77.8%を占める（2024年）
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出典：PCT Yearly Review (2025)

※2025年3月時点の統計。2024年の値は推定値。
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PCT出願件数 －出願人別－

出典：PCT Yearly Review (2024) 8
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PCT出願件数 －出願人別（大学）－

出典：PCT Yearly Review (2024)
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PCT出願件数 －女性の割合－

出典：PCT Yearly Review (2025)

•１位 トルコ 約26%の発明者が女性

•２位 中国 約24％

•３位 フランス 約19％

縦軸（青文字、棒グラフ）：2024年PCT出願に掲載の発明者における女性の割合

横に並ぶ数値(黒字）：2024年PCT出願において、発明者に女性が1人以上含まれた出願の割合

•19位 日本 約11％の発明者が女性
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PCT締約国・地域

PCT締約国の情報：
www.wipo.int/pct/ja/pct_contracting_
states.html

最初は18か国から始まったPCT加盟国→現在では158の締約国(2025年8月現在)

近年の加盟国

❑ジャマイカ（2021年11月10日加盟、2022年2月10日発効）

❑イラク（2022年1月31日加盟、2022年4月30日発効）

❑カーボベルデ（2022年4月6日加盟、2022年7月6日発効）

❑モーリシャス（2022年12月15日加盟、2023年3月15日発効）

❑ウルグアイ（2024年10月7日加盟、2025年1月7日発効）
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EP   欧州特許  

AL アルバニア1

AT オーストリア
* BE ベルギー
  BG ブルガリア
  CH スイス
* CY キプロス

 CZ チェコ共和国
 DE ドイツ
 DK デンマーク
 EE エストニア
  ES スペイン
  FI フィンランド
* FR フランス

 GB 英国
* GR ギリシャ
  HR クロアチア1

  HU ハンガリー
* IE アイルランド
  IS アイスランド
  IT イタリア2

AM アルメニア
AZ アゼルバイジャン          
BY ベラルーシ 
KG キルギス 
KZ カザフスタン
RU ロシア連邦
TJ タジキスタン
TM トルクメニスタン

PCT締約国 (158)
広域保護又は国内保護 (表示のない場合) のための指定が可能な国

EA ユーラシア特許

LI リヒテンシュタイン
  LT リトアニア

 LU ルクセンブルグ
* LV ラトビア
* MC モナコ

MK 北マケドニア1

* MT マルタ
* NL オランダ
  NO ノルウェー
  PL ポーランド

 PT ポルトガル
 RO ルーマニア

RS セルビア1

  SE スウェーデン
* SI スロベニア
  SK スロバキア
* SM サンマリノ

 TR トルコ

* 広域特許のみ

1 2008年1月1日より前 (HRに対
して) 、2009年1月1日より前
(MKに対して) 、2010年5月1日
より前 (ALに対して) 、2010年
10月1日より前(RSに対して) に
出願された出願については引き
続き拡張協定が適用可能

2 2020年７月１日以降に出願さ
れた国際出願に限る
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AP  ARIPO 特許

BW ボツワナ
 GH ガーナ
 GM ガンビア 
 KE ケニア

LR リベリア
 LS レソト
 MW マラウイ

MZ モザンビーク
NA ナミビア

 RW ルワンダ
SD スーダン

 SL シエラレオネ
  * SZ エスワティニ
 TZ タンザニア連合共和国
 UG ウガンダ
 ZM ザンビア

 ZW ジンバブエ  
* 広域特許のみ

*   BF ブルキナファソ
* BJ ベナン
*   CF 中央アフリカ共和国
*   CG コンゴ
*   CI コートジボワール
*   CM カメルーン
*   GA ガボン
*   GN ギニア
*   GQ 赤道ギニア
*   GW ギニアビサウ
*   ML マリ
*   MR モーリタニア
*   NE ニジェール
*   SN セネガル
*   TD チャド
*   TG トーゴ

PCT 締約国 (158) (続き)
広域保護又は国内保護 (表示のない場合) のための指定が可能な国

OA  OAPI 特許
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NI ニカラグア
NZ ニュ－ジ－ランド
OM オマ－ン
PA パナマ
PE ペル－

 PG パプアニュ－ギニア
 PH フィリピン

QA カタ－ル
SA サウジアラビア
SC セ－シェル

 SG シンガポ－ル
 ST サントメ・プリンシペ
 SV エルサルバドル
 SY シリア・アラブ共和国
 TH タイ 
** TN チュニジア
 TT トリニダ－ド・トバゴ
 UA ウクライナ
 US アメリカ合衆国
 UZ ウズベキスタン
 VC セントビンセントおよびグ
  レナディ－ン諸島 

 VN ベトナム
 WS サモア (2020年1月2日～)
 ZA 南アフリカ 

AE アラブ首長国連邦
 AG アンティグア・バ－ブ－ダ
 AO アンゴラ 
 AU オーストラリア
  * BA ボスニア・ヘルツェゴビナ 
 BB バルバドス
 BH バ－レ－ン

BN ブルネイ・ダルサラ－ム
BR ブラジル

 BZ ベリ－ズ
 CA カナダ
 CL チリ
 CN 中国
 CO コロンビア
 CR コスタリカ
 CU キュ－バ
 CV カーボベルデ
 DJ ジブチ
 DM ドミニカ
 DO ドミニカ共和国
 DZ アルジェリア
 EC エクアドル
 EG エジプト
 GD グレナダ
 GE ジョ－ジア
 GT グアテマラ

HN ホンジュラス

ID インドネシア
  IL  イスラエル
  IN インド
  IQ イラク
  IR イラン・イスラム共和国
  JM ジャマイカ
  JO ヨルダン
  JP 日本国

KH カンボジア
  KM コモロ連合
  KN セントクリストファ－・ネイビス 
  KP 朝鮮民主主義人民共和国
  KR 大韓民国

KW クウェ－ト
  LA ラオス人民民主共和国 
  LC セントルシア
  LK スリランカ
  LY リビア
** MA モロッコ
** MD モルドバ
*  ME モンテネグロ
  MG マダガスカル
  MN モンゴル
      MU モーリシャス（2023年3月15日～）
  MX メキシコ
  MY マレ－シア

NG ナイジェリア
* 欧州特許の拡張が可能

** 欧州特許の有効化が可能

PCT 締約国 (158) (続き)
国内保護 (表示のない場合) のための指定が可能な国
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アフガニスタン
アンドラ
アルゼンチン
バハマ
バングラデシュ
ブータン
ボリビア
ブルンジ
コンゴ民主共和国
エリトリア
エチオピア
フィジー
ガイアナ

ハイチ
キリバス
レバノン
モルディブ
マーシャル諸島
ミクロネシア
ミャンマー
ナウル
ネパール
パキスタン
パラオ

パラグアイ
ソロモン諸島
ソマリア
南スーダン
スリナム
東チモール
トンガ
ツバル
バヌアツ
ベネズエラ
イエメン

PCT 締約国ではない国々 (35)
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■管轄の受理官庁

❑出願人の国籍／居所（規則19.1及び19.2) 

❑出願言語（規則12.1(a)）

❑管轄でない場合、RO/IBへの国際出願の送付（規
則19.4）

■全ての出願人の国籍及び居所が日本のみの場合

❑日本国特許庁(RO/JP)

❑国際事務局(RO/IB)

PCT出願と受理官庁

17



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

The International 

Patent System

RO/JP出願とRO/IB出願（１）

日本国特許庁
RO/JP

受理官庁としての国際事務局
RO/IB

出願人
日本国⺠・居住者

(規則19.1(a)(i), (ii))
PCT 締約国の国⺠・居住者

(規則19.1(a)(iii))

出願言語 日本語・英語 あらゆる⾔語

国際調査機関
（ISA）

ISA/JP (日本語・英語)
ISA/EP (英語)
ISA/SG (英語)
ISA/IN(英語)

国際出願が管轄国内官庁に出願さ
れたものとして決定

(規則35.3(a) 及び59.1(b))

代理人
日本の弁理⼠・弁護⼠
特許業務法人等

管轄国内官庁に対して業として
⼿続をとる権能を有する者

(規則83.1の2)

時差 日本時間 ヨーロッパ中央時間

(参考) PCT受理官庁としての国際事務局への直接出願

https://www.wipo.int/pct/ja/filing/filing.html
18
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RO/JP出願とRO/IB出願（２）
日本国特許庁

RO/JP
受理官庁としての国際事務局 RO/IB

料金
送付⼿数料: 17,000円*

国際出願⼿数料: 用紙枚数等で異なる*
調査⼿数料: ISAが定める額*

送付⼿数料: CHF100
国際出願⼿数料:  用紙枚数等で異なる

調査⼿数料: ISAが定める額*

通貨 円 (JPY)
スイス・フラン (CHF)
ユーロ (EUR)

⽶国・ドル (USD)

電子
出願手段

JPO-PAS
ePCT出願
PCT-SAFE

EPOオンライン出願

優先権
回復基準

「故意ではない」基準のみ
「相当な注意」の基準
「故意ではない」基準

* 日本国特許庁による⼿数料は以下を参照
https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/kokuryo.html
日本国特許庁による⼿数料の軽減措置・交付⾦・補助⾦は以下を参照

https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/tesuryo/pct_keigen_shinsei_202401.html
19

* ⼿数料について詳細
https://www.wipo.int/pct/ja/fees/
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2024年～2025年のPCT規則改正の概要

21

■ 2024年7月1日発効の改正

❑複数言語を含む国際出願に関する受理官庁の実務 ⇒

■ 2025年7月1日発効の改正 

❑国際出願及び関連書類の提出の媒体 ⇒

❑国際事務局からの通知言語

⇒

❑複数の言語を含む国際出願の翻訳

⇒

国際出願日を認定し
翻訳提出を促す

受理官庁の選択肢 ①現状維持
②電子形式に限る ③紙提出した
場合は電子形式の再提出を求める

英語・フランス語以外にも拡大（将来の実施日は未定）

要約・図面テキストの言語を公開言語にそろえる翻訳命令

規則改正の詳細については、WIPO主催ウェビナー「PCT最新情報「統計・規則改正とePCT」をご確認ください。
WIPO日本事務所ウェビナーサイトより、アーカイブ動画が、視聴可能
https://www.wipo.int/ja/web/office-japan/webinars_in_japanese
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最近の進展

■PCTハイライト

■ライセンシングの利用可能性の表示

■第三者情報提供
■特許審査ハイウェイ (PPH) と PCT

■仲裁調停センターの手数料軽減

23
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PCT ハイライト

■ PCT 制度の最近及び今後の動向についてのハイレベルな概説をまとめ
たウェブページを開設

■ https://www.wipo.int/pct/ja/highlights/index.html

■より詳細な情報、データベース、ビデオなどへのリンクを提供

■特に経営層や法律家を対象

■ PCT ハイライトのメーリングリストに登録すれば更新のお知らせを受
信可能

■ http://www.wipo.int/pct/en/highlights/index.html

24

https://www.wipo.int/pct/ja/highlights/index.html
https://www.wipo.int/pct/ja/highlights/index.html
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ライセンシングの利用可能性 (1)

■ 自身の国際出願に関するライセンシングに関心のある出願人は、国
際事務局に対して、この情報を PATENTSCOPE で表示するよう請
求することが可能:

❑ どのように?

▪ 出願人は「ライセンシングによる利用可能性の表示請求」を
ePCT の “アクション” 機能を利用して IB に提出

▪ もしくは、様式 PCT/IB/382 を利用可能

❑ いつ? 出願時、又は、優先日から30か月以内

❑ 無料

❑ 出願人はライセンシングによる利用可能性の表示請求を重複し
て提出可能、又は、すでに提出された請求を更新することが可
能 (優先日から30か月以内)

❑ いつでも取り消し可能

25



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

The International 

Patent System

❑ ライセンシングによる利用可能性の表示は国際出願の国際公開後に
公衆に利用可能

❑ ライセンシングによる利用可能性の表示は、PATENTSCOPE の
「書誌情報」タブにおいて、提出された請求にリンク付けされ
閲覧可能

❑ PATENTSCOPE でライセンシングによる利用可能性の表示を含む
国際出願を検索可能（「構造化検索」を利用）

❑ 「書誌情報」タブに示されたライセンシングによる利用可能性の
表示は、出願人によって、優先日から30か月以降であっても、
いつでも取り消すことが可能

ライセンシングの利用可能性 (2)

26



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

The International 

Patent System

第三者情報提供

■第三者は新規性及び進歩性に関する先行技術文献を提出可能
■ ePCT を用いたWEB上のシステム、又は PATENTSCOPE 上のWEB
フォームを用いる

■無料
■提出期限は優先日から28か月まで

■出願人は優先日から30か月まで情報提供に対する反論を提出可能

■匿名による第三者情報提供が可能
■第三者が提供した文献は、PATENTSCOPE で閲覧可能とはならない
が、国際機関や国内官庁は利用可能
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特許審査ハイウェイ (PPH) と PCT
■国際機関の作成した肯定的な見解 (ISA や IPEA の見解書、IPRP (第 I 章
又は第 II 章)) に基づく国内段階での早期審査

■条件:  

❑少なくとも一つのクレームが新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の
PCT の基準を満足すると ISA 又は IPEA によって判断され、且つ、

❑全てのクレームが PCT の基準を満足すると見なされたクレームと十分
に対応すること (PCT出願のクレームと同一又は類似の範囲を有するか、
PCT出願のクレームよりも狭い範囲)

■グローバル PPH と PCT:

❑グローバル PPH 試行プログラムは2014年1月に開始

❑既存の二国間の PPH 協定を、簡略化した単一の適用要件によりユー
ザーの利便性を向上

■PCT-PPH に関するWEBサイト:www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html
■日本国PPH ポータル: https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/

28
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WIPO仲裁調停センター (AMC)
■ 当事者間の商業上の紛争処理のための代替手段 (裁判より時間と費用の面で効果的) を提供す
る独立した公平な機関

■ 知的財産やその他の商業上の紛争について、調停、仲裁、専門家による決定、といったサー
ビスを提供

■ AMCが取り扱う累計事件数は3,700件以上（2024年時点）

■ オンライン審理などを可能とするオンラインツールのWIPO eADRの利用は30％超

■ 少なくとも一方の当事者が公開された PCT 国際出願の出願人又は発明者として記載されてい
る場合 (紛争との関係は求められない)、AMC の登録及び実施手数料の25%軽減

■ 手数料計算
www.wipo.int/amc/en/calculator/adr.jsp

出典: 技術取引における紛争処理に関する国際調査 (WIPO)

LOW HIGH
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ePCTの概要：ePCTとは

RO

ISA, IPEA

ISA, IPEA(*)

IB

申請人・受理官庁(RO)・国際事務局(IB)・国際調査機関(ISA)・国
際予備審査機関(IPEA)間のPCT手続きをインターネット上で行う為
のサービス (2024年7月現在、IB以外は一部官庁に対する⼿続きのみ可能)

ePCTの利用により、PCT手続きの窓口を一本化する事が可能

従来の手続き
→⼿続によって窓口が異なる

ePCT による手続き
→窓口をePCTに一本化

申請人

RO(*)

申請人
(*) 一部官庁のみ。
日本国特許庁は未対応。

ePC
T

IB
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分類 機能名 概要

⼿続

PCT中間書類の提出 各官庁(IB以外は一部の官庁のみ)に中間書類の提出(PDF形式)が可能

PCT出願 ePCTを用いた国際出願が可能

第三者情報提供
国際公開済みのPCT国際出願に対し、新規性や進歩性に関する第三者によ
る情報提供が可能

閲覧 PCT国際出願情報の閲覧 アクセス権を持つPCT国際出願の書誌情報や書類情報の閲覧が可能

管理

タイムラインの表示
アクセス権を持つPCT国際出願の各種期限を線表や一覧化した表で表示する
ことが可能

電子メールによる通知 アクセス権を持つPCT国際出願に関する各種通知をメール受信可能

ワークベンチによる管理 アクセス権を持つPCT国際出願の一覧表示やフィルタ、グループ分けが可能

アクセス権の管理
アクセス権をユーザ間で管理することで、特定の国際出願に対する各種⼿続き
や閲覧情報の共有が可能

その他 ePCTメッセージの送信 IBの担当チームへ問い合わせをメッセージとして送信することが可能

ePCTを利用するメリット
出願以外の機能（中間書類の提出や閲覧、管理）も完備
• ⼿続：出願だけでなく出願後のPCT中間書類の提出が可能

• 閲覧：特定の国際出願の書誌情報や発行された書類の閲覧が可能

• 管理：各種期限の自動通知やユーザ間でのアクセス権の共有が可能
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ePCTへのログインやその他⼿続きは以下のURLから可能

→検索エンジンで「ePCT」と検索 https://pct.wipo.int/LoginForms/epct.jsp

ePCTへのアクセス方法

言語切替ボタン

WIPOアカウント作成画面

ePCTデモモード
※ePCTの機能を試したい場合にご利用下さい。なお、機密書類は
アップロードしないでください。
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利用する機能により、最大３段階の認証方法が存在
認証 1 WIPOアカウント：ユーザ名とパスワードによる認証

認証 2 高度な認証：プッシュ通知、ワンタイムパスワード、電子証明書による認証

認証 3 アクセス権：特定のPCT国際出願へのアクセス権による認証

ePCTの利用イメージ

ePCT

申請人

(1) WIPOアカウントの作成

インターネット上から利用

(2) 高度な認証方法の設定
（プッシュ通知、ワンタイムパスワード、電子証明書による認証）

・中間書類の提出
（ドキュメントアップロード・オンラインア
クション（一部））

・第三者情報提供

ePCT出願
・中間書類の提出
（ドキュメントアップロード・オンラインアクション）

・PCT国際出願情報の閲覧 等

(3) アクセス権の設定
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ePCT利用時の認証の組み合わせにより利用できる機能が異なる
▪ 方法１：WIPOアカウント

▪ 方法２：WIPOアカウント＋高度な認証

▪ 方法３：WIPOアカウント＋高度な認証＋ アクセス権有

分類 機能名 方法１ 方法２ 方法３

⼿続

PCT中間書類の提出
ドキュメントアップロード ○ ○ ○

オンラインアクション ×（一部○） ×（一部○） ○

PCT出願 × ○ －

第三者情報提供 ○ ○ －

閲覧 PCT国際出願情報の閲覧 × × ○

管理

タイムラインの表示 × × ○

電子メールによる通知 × × ○

ワークベンチによる管理 × × ○

アクセス権の管理 × × ○

その他 ePCTメッセージの送信 ○ ○ ○

ePCTの利用イメージ

35



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

PCT制度の概要

受理官庁の選択と戦略

トピックス

(1)PCT規則の改正

（2024年7月1日発効及び2025年7月1日発効）

(2)最近の進展

(3)出願人のためのePCT

関連情報、研修教材、問合せ先

１

２

３

４

36



WIPO FOR OFFICIAL USE ONLY 

The International 

Patent System

PCTに関する情報（１）

https://www.wipo.int/ja/web/pct-system

こちらに集約されています

→

⾔語の選択

IP PORTAL

PCTニュースレター

タイムリーな情報が届きますので是非ご登録ください

PCT締約国一覧へのリンク

37
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出願⼿続、各国への⼿続に関す
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・
・
・

PCTに関する法規

PCT条約、PCT規則、実施細則本文を確認いただけま
す。（日本語訳へのリンクあり）

PCT年次報告（PCT Yearly Review)

毎年公表しているPCTに関する統計資料です。

PCT出願の提出

国際出願の提出方法等が確認できます

PCTに関する情報（２）
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PCT 研修教材

■ PCT ビデオシリーズ
(http://www.wipo.int/pct/en/training/index.html)

❑ PCT 制度の基礎知識から重要な点まで紹介する29の短編ビデオ
シリーズ (英語版)

■ PCT ディスタンスラーニングコース (通信講座) が10の公開言語で
利用可能
(https://welc.wipo.int/acc/index.jsf?page=courseCatalog.xht
ml&lang=jp&cc=PCT_101J#plus_PCT_101J)

■ PCT ウェビナー
(http://www.wipo.int/pct/ja/seminar/webinars/index.html)

❑ 要請に応じて企業や法律事務所のために PCT に関するウェビ
ナーを無料で提供。過去のウェビナーもいつでも視聴可能。

■ さらなる情報は PCT 関連資料ウェブサイトを参照: 
https://www.wipo.int/ja/web/pct-system
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■PCT に関する一般的な質問については PCT インフォメーションサービスに
お問い合わせください

 Telephone:  (+41-22) 338-8338 

 E-mail:  pct.infoline@wipo.int

■WIPOが提供するサービス一般のお問合せ先:

WIPO日本事務所（東京）

E-mail: japan.office@wipo.int

 Telephone:  03-5532-5030（日本）

住所：〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関１丁目４番２号 大同生命霞が関ビル3階

問合わせ先

※基本的に英語ですが、日本語をご希望の場合はその旨お伝えください
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https://pct.wipo.int/ePCTExternal/pages/TeamLookup.xhtml?lang=ja

個別の出願に関する 問合せ先の検索

国際出願番号を入力

例
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WIPO日本事務所

https://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/

情報はこちらに集約されています。

日本語での資料、ウェビナー情報が豊富です。

WIPO日本事務所ニュースレター

WIPO本部及び日本事務所の情報を日本ユーザー目線でお届け
しています。こちらも合わせて、是非ご登録ください。

お問合せフォームとよくある質問

日本語でお問い合わせいただけます。

ご質問前によくある質問も確認いただけると幸いです。

WIPO最新情報

日本語によるWIPOウェビナーの情報

WIPO及びWJOニュース
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WIPO日本事務所

https://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/

情報はこちらに集約されています。

WIPO GREEN、IP Advantage（ケーススタディ）など
の情報もご覧いただけます。

55
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講義のまとめ
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ありがとうございました

世界知的所有権機関（WIPO）
日本事務所
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